
令和７年度公用車導入実績

97

(70.3%)

14

(100.0%)

14

(25.5%)

69

(100.0%)

令和７年度末公用車保有状況

1,477

(62.2%)

213

(37.4%)

524

(52.7%)

740

(91.4%)

種類  合計
台数

基準適合車内訳

⑶基準不適合車

ＨＶ ＦＣＶ Cディーゼル PHV

⑴次世代自動車 ⑵次世代自動車以外 合　計
（比率%）電気 ＣＮＧ 燃費基準達成車 低排出ガス認定車 オフロード車

81 0 7 0 0 41公用車全体 138 2 0 7 0

0 0 0 7うち一般公用車 14 0 0 7

うち特定公用車
（市バス除く）

55 0 0

乗用自動車 7 0 0 7 0 0 0

0

貨物自動車 7 0 0 0 0 0

7 0

0 7 7 0

貨物自動車 16 0 0 0 0 0

0 410 0 14 0 0

0 0 0 0 16

特種用途自動車 35 0 0 0 0 14 0

0 0 0 3特殊自動車 3 0 0 0 0 0 0

0 0 14 21

0 0 0 0 0乗合自動車 1 0 0 0 0

うち市バス 69 2 0 0 0 67 0

1

種類
合計

台数

基準適合車内訳

⑶基準不適合車

0 0 0

⑴次世代自動車 ⑵次世代自動車以外 合　計
（比率%）電気 ＣＮＧ

公用車全体 2,373 25 0 159 3

オフロード車ＨＶ ＦＣＶ Cディーゼル PHV 燃費基準達成車 低排出ガス認定車

775 1 121 373 20 896

3 7 1 121うち一般公用車 569 9 0 72

うち特定公用車

（市バス除く）

994 14 0

乗用自動車 291 8 0 72 3 7 1

356

貨物自動車 278 1 0 0 0 0

91 200

28 0 230 0 232 20

0 121 122 156

470

0 22 0 15 1貨物自動車 250 0 0 0

91 14 0 1 0

170 0 190 1特種用途自動車 599 0 0 27 0

38 212

211

特殊自動車

388

9 0 17 18 59

乗合自動車 54 0 0 0 0 29 0

32

10 0 39 15

538 0 141 0 70うち市バス 810 2 0 59 0



年度別の公用車購入等状況推移

32
(52.5%)
97

(70.3%)

年度別の公用車保有状況推移

1,413
(59.9%)
1,477
(62.2%)

PHV 燃費基準達成車 低排出ガス認定車 オフロード車

年度  合計
台数

基準適合車内訳

0 0 29R6 61 0 0 7 0

⑶基準不適合車⑴次世代自動車 ⑵次世代自動車以外 合　計
（比率%）電気 ＣＮＧ ＨＶ ＦＣＶ Cディーゼル

R7 138 2 0 7 0

21 0 4

81 0 7 0 0 41

ＦＣＶ Cディーゼル PHV 燃費基準達成車 低排出ガス認定車 オフロード車

年度  合計
台数

基準適合車内訳

706 1 100 411 23 947R6 2,360 22 0 147 3

⑶基準不適合車⑴次世代自動車 ⑵次世代自動車以外 合　計
（比率%）電気 ＣＮＧ ＨＶ

775 1 121 373 20 895R7 2,373 25 0 159 3

各表における次世代自動車等の種類に関する用語の意義は次のとおり。

⑴ 次世代自動車：以下のいずれかに該当する車両

・ 電気：電気自動車

・ ＣＮＧ：天然ガス自動車

・ ＨＶ：ハイブリッド自動車

・ ＦＣＶ：燃料電池自動車

・ Ｃディーゼル：クリーンディーゼル車（ポスト新長期規制適合車両）

・ ＰＨＶ：プラグインハイブリッド自動車

⑵ 次世代自動車以外：「京都市公用車購入等に係る車種選定要綱」の別表「公用車購入等車種基準」に定める、

一般公用車のうちの貨物自動車の②及び特定公用車の②に該当する車両

⑶ 基準不適合車：⑴、⑵のいずれにも該当しない車両

◎ 一般公用車とは

公用車のうち、乗用自動車及び人の輸送とともに貨物の運搬を目的とする車両総重量3.5トン以下の貨物自動車

であって特定公用車以外の公用車をいう。

◎ 特定公用車とは

公用車のうち、貨物の運搬のみを目的とする貨物自動車、人の輸送とともに貨物の運搬を目的とする車両総重量

3.5トン超の貨物自動車、特種用途自動車、特殊自動車及び乗合自動車をいう。



 
別表（第３条関係） 

公 用 車 購 入 等 車 種 基 準 

自動車の種類 車種基準 

一般公用車 

乗用車 次世代自動車 

貨物自動車 

① 次世代自動車 

② 次世代自動車以外（ガソリン、軽油又は液化石油ガス（LPG）

を燃料とする自動車）にあっては、次の要件を満たすこと 

 ・平成 27 年度燃費基準注１）+15%（車両総重量が 2.5 トン以

下のもの） 

 ・平成 27 年度燃費基準+5%（車両総重量が 2.5 トン超から 3.5

トン以下のもの） 

特定公用車 

貨物自動車 

特種用途自動車 

特殊自動車 

乗合自動車 

① 次世代自動車 

② 次世代自動車以外（ガソリン、軽油又は液化石油ガス（LPG）

を燃料とする自動車）にあっては、次のいずれかの要件を満た

すこと 

 ・低排出ガス認定車注２）のうち、より排出ガスが少なく、よ

り低燃費の自動車 

 ・公道を走行しない特定特殊自動車（オフロード車）にあって

は、排出ガス基準適合車注３）及び 少数特例基準適合車注４） 

 

注１） 「乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」（平成２５年３
月１日経済産業省・国土交通省告示第２号）又は「貨物自動車の性能の向上に関す
る製造事業者等の判断の基準等」（平成２３年３月２２日経済産業省・国土交通省
告示第２号）で定められた基準エネルギー消費効率 

注２） 低排出ガス車認定実施要領（平成１２年３月１３日運輸省告示第１０３号）第５条
に規定される基準を満たした自動車をいう 

注３） 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年５月２５日法律第５１
条）第１２条第１項及び同条第２項の規定により、基準適合表示が付された自動車 

注４） 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第１２条第３項の規定により、少数
特例表示が付された自動車 


